
意見書第１３号 

 

障害者自立支援法の確実な廃止と「障害者総合福祉法の骨格に関する総

合福祉部会の提言」を踏まえた障害者総合福祉法の制定・実施を求める

意見書 

 

 日本の障がい者は、日本国憲法の下でも、「権利の主体」ではなく「保護の客

体」とされ、障がいによる不利益の責任が障がい者自身や家族にあるとされて

きた。 

 政府は、２０１０年１月、こうした戦後６０年にわたる障がい者福祉の抜本

的な改革をめざし、意見をまとめる「障がい者制度改革推進会議」を発足させ

た。 

 この推進会議のもとに、障がい者、障がい者の家族、事業者、自治体首長、

学識経験者等５５人からなる「総合福祉部会」が設けられ、１８回にわたる討

議を重ね、８月３０日に応益負担を原則とする障害者自立支援法を廃止した後

の「障がいのない市民との平等と公平」を柱にした障がい者総合福祉法の「骨

格提言」が発表され、９月２６日には「障がい者制度改革推進会議」として蓮

舫内閣府特命担当大臣に手渡された。 

 政府は現在、障がい者総合福祉法案の策定作業を、来年の通常国会提出に向

けて進めているが、関係者からは「障がい者の社会への完全参加と平等を保障

するものになるか」を不安視する声もある。 

 当事者が主体となって、さまざまな意見の違いを乗り越えた議論の成果であ

る「骨格提言」をもとに法案が制定されることが、障がい者権利条約を生かす

ことにもなる。加えて、策定過程での意見交換などの声も出されている。 

 よって、政府は当事者の不安を払拭し、意見を十分反映する政策策定を行う

よう、次の事項を要望する。 

 

記 

 

１． 現行の障害者自立支援法は、２０１３年８月までに確実に廃止すること。  

２．推進会議及び総合福祉部会が、新しい法律の骨格について提言している

意見をもとに法案を作成すること。作成途中にあっても、推進会議・総

合福祉部会と意見交換を行うこと。  

３．来年度の報酬改定にあたって、障がい者制度改革推進会議の意見を聞き

反映させること。 

 

以上､地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 

平成２３年１２月１５日 

 

                愛知県武豊町議会議長 加 藤 美奈子 
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